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◎開議の宣告 

 

〇委員長（坂本正紀君） ただいまの出席委員数は20人でございます。定足数に達しております

ので、これより予算特別委員会を再開いたします。 

（午前10時00分） 

                                           

〇委員長（坂本正紀君） 本日は、本委員会に付託されました議案第３号から議案第22号までの

平成20年度特別会計予算議案20件を審議いたします。 

議事の進行につきましては、各位のご協力をよろしくお願いいたします。 

それでは、審議に入ります。 

                                           

 

◎議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇委員長（坂本正紀君） 議案第３号、平成20年度南部町学校給食センター特別会計予算を議題

といたします。本案について説明を求めます。学務課長。 

 

〇学務課長（佐々木秀雄君） 議案第３号、平成20年度南部町学校給食センター特別会計予算に 

ついてご説明いたします。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億2,104万9,000円と定めるものでありま

す。 

 ７ページをごらんください。歳出から主なものについてご説明いたします。１款１項給食費、

１目給食管理費の１節報酬、給食センター運営委員10名分の委員報酬７万5,000円であります。

２節給料2,031万2,000円、３節職員手当1,018万円、４節共済費593万5,000円につきましては、

名川、南部、福地の職員５名分の支出であります。 

 それから、７節賃金293万1,000円、これは南部給食センター３名分の臨時職員の分であります。

11節需用費2,110万1,000円の主なものにつきましては、消耗品費は410万3,000円、燃料費824万

8,000円、光熱水費759万3,000円としております。12節役務費371万3,000円の主なものについて
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は、米飯食器洗浄手数料231万6,000円であります。 

 次ページ、８ページをごらんください。13節委託料4,609万円、この主なものについては、給

食業務請負委託料4,298万7,000円の内訳につきましては、福地、名川給食センターにつきまして

は調理、調理員、配送業務を委託しております。南部給食センターにつきましては、配送業務の

み委託しております。19節負担金補助及び交付金505万6,000円の主なものについては、職員退職

手当組合500万4,000円であります。 

 それから、２目の給食費、11節需用費の中の１億483万7,000円。内容については、給食の材料

費であります。 

 次に、歳入についてご説明いたします。６ページをごらんください。１款分担金及び負担金、

１項負担金、１目給食費負担金、給食費負担金につきましては、１食小学校255円、中学校280円

の個人負担分であります。これが、名川給食センター分につきましては4,130万3,000円、南部給

食センター分につきましては2,743万9,000円、福地給食センター分につきましては3,594万円。 

 ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、１節一般会計繰入金１億1,636万3,000円

であります。内容につきましては、名川給食センターは3,927万5,000円、南部給食センター

3,831万2,000円、福地給食センター3,877万6,000円としております。 

 以上で説明を終わります。 

 

〇委員長（坂本正紀君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇委員長（坂本正紀君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇委員長（坂本正紀君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇委員長（坂本正紀君） ご異議なしと認めます。 
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 よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇委員長（坂本正紀君） 議案第４号、平成20年度南部町農林漁業体験実習館事業特別会計予算

を議題といたします。本案について説明を求めます。商工観光課長。 

 

〇商工観光課長（有谷隆君） 議案第４号、平成20年度南部町農林漁業体験実習館事業特別会計

予算についてご説明申し上げます。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,219万6,000円とするものであります。 

 ８ページをお開きください。初めに、歳出の主なものからご説明申し上げます。１目管理運営

費の中の７節賃金2,649万5,000円は調理員２名、事務系６名、パート３名の臨時職員の賃金であ

ります。11節需用費としましては3,257万7,000円、燃料費が798万9,000円、光熱水費783万

7,000円、修繕料として144万、これは宴会賄い料になりますが賄材料費としまして1,365万

8,000円を計上しております。12節の役務費195万2,000円の中の主なものは、クリーニング料が

103万8,000円。13節の委託料221万8,000円は施設管理業務等で、エレベーターの保守点検、電気

保安、消防点検等の業務委託になっております。14節使用料の107万3,000円。借上料が87万

6,000円、カラオケ、ダスキン、コピー機等の借上料となっております。それから、19節の負担

金補助及び交付金の中の主なものは、退職手当組合370万4,000円。それから、27節の公課費にな

りますけれども148万9,000円の内容としましては、消費税が140万となっております。 

 次に、歳入の主なものをご説明します。６ページをお開きください。１款１項１目の農林漁業

体験実習館使用料としまして、本年度は1,866万2,000円を計上しております。これは、宿泊料、

銭湯の使用料という形でございます。 

 次に、２款１項１目の財産売払収入に3,883万6,000円は、食事、宴会等の食品売払収入を見込

んでおります。 

 次に、３款１項１目の一般会計繰入金1,468万7,000円は、一般会計からの繰入金となっており

ます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 
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〇委員長（坂本正紀君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。川井健雄君。 

 

○７番（川井健雄君） 町長に伺いたいですけれども、一般会計からの繰入金が1,400万ほどに

なっているんですけれども、これは前年度から400万ほどの増額。これは、今年度予算が1,000万

ほどで、９月に650万近くですか、12月の補正でも600万、先日の３月の補正でも300万の補正で、

補正額の合計額が1,500万ほどになっているんですよね。当初予算の倍以上の補正を組んで、19年

度の予算総額が2,600万ほど。18年度の決算でも2,300万ほどの決算額になっています。 

 こういうのは、当初予算で2,000万ほどの予算計上するべきだと思うんですけども、その辺の

考え方はどうなんでしょうか。 

 

〇委員長（坂本正紀君） 商工観光課長。 

 

〇商工観光課長（有谷隆君） 町長への答弁を求めておりますが、細目については担当課長の方

からご説明させていただきます。 

 400万相当の増額の理由でございますが、大きなものは公課費の消費税140万というのがござい

ます。これは、平成18年１月に合併しまして、従来課税施設でありました農林漁業体験実習館が

新規の施設ということで18年度は消費税が課税されなかったという分でございます。18年度の１

年間の売り上げを申告しまして19年度の申告で20年度の納税になりますので、140万は丸々前年

度対比では増額という形になります。 

 それから、修繕料の方の前年度より大分大きくなっていると。あとは、細目については細かい

部分がございます。 

 それから、一般会計の繰入金の件でございますが、この大きな要因としましては指定管理者に

委託しますと当初予算で総額を計上しなければならないわけですが、特別会計でございますので

町全体の予算を勘案しまして、前回にもご説明申し上げましたが四半期分みたいな感じで当初予

算に歳入を組んでいるという形でございます。 

 以上です。 

 

○委員長（坂本正紀君） ほかに質疑ございませんか。川井健雄君。 
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○７番（川井健雄君） 四半期分が今年度の当初予算ということですか。 

 

〇委員長（坂本正紀君） 商工観光課長。 

 

〇商工観光課長（有谷隆君） 町全体の総額がございまして、2,600万相当を丸々計上するのは

難しいと。その分は営業収入もございますので、そちらでなんとかカバーしようという努力目標

も入っているわけでございます。 

 

〇委員長（坂本正紀君） 川井健雄君。 

 

○７番（川井健雄君） 千数百万の努力目標というのも、ちょっとどうなんだと思うんですけど

も。ちょっとまだ納得できないんですよね。町長、その辺どうでしょうか。 

 

〇委員長（坂本正紀君） 町長。 

 

○町長（工藤祐直君） 確かに去年の実績から数字的に離れているなと思います。歳入歳出組む

ときに地方交付税算入、これを大体予測しながら組むわけなんですが、昨日、財政課長の方から

も説明がありました。満額では当町も組んでいません。少しは予備費的に考えて計上していくわ

けですが。一つは今課長も言いました全額の部分、おそらく昨年度に近い決算のときにはなって

いくのかなという感じはしています。その中に最初から計上するんではなくて、少し努力はして

くれと。そういう中でおそらく補正予算は今の利用状況等を見れば、チェリウスにしてもバーデ

にしても減ってきております。そういう部分、おそらく途中での補正のお願いというのが出てく

ると思いますが。先ほど申し上げました、歳入一つ組むときにまず当初でこの分の計上にして、

交付税が明らかにはっきりしてきた数字が出たときにまたお願いすると。そのときには、どれぐ

らいのチェリウスの運営でもって不足なのかどうか計算して計上することにおそらくなるだろ

うと。川井委員がおっしゃったように当初から出した方がいいのではないかと。本来であれば私

もできれば予算計上していく場合において、出した方が説明はわかりやすいなと思っております。

そういう部分で非常にわかりにくい部分があったと思いますが、今後おそらく補正というものも

当然出てくると。できるだけ去年の実績、一般会計持ち出しからは少なく、努力はしていかなけ

ればならないと思ってございますので、ご理解をお願い申し上げたいと思います。 
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○委員長（坂本正紀君） ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇委員長（坂本正紀君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇委員長（坂本正紀君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇委員長（坂本正紀君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇委員長（坂本正紀君） 議案第５号、平成20年度南部町ボートピア交付金事業特別会計予算を

議題といたします。本案について説明を求めます。企画課長。 

 

〇企画課長（奥瀬敬君） 議案第５号、平成20年度南部町ボートピア交付金事業特別会計予算に 

ついてご説明をいたします。 

 歳入歳出予算でありますけれども、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ580万

1,000円と定めるものでございます。 

 歳出からご説明をいたしますので、７ページをお開き願います。１款総務費、１目一般管理費

についてでございますけれども、８節報償費それから14節使用料及び賃借料、16節原材料費につ

きましては総額で390万1,000円でございますけれども、これは町内の町道の環境整備事業に充て

るものでございまして、建設課で実施するものでございます。あと、19節負担金補助及び交付金

ですけれども、ボートピアなんぶ運営協議会に10万円。それと、昨年度から始めました住民によ
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る地域の環境整備などの町づくりを促進するための町内の団体等に事業費の２分の１、上限が

30万でございますけれども、それを助成する事業で19年度と同様に６団体分180万を計上してご

ざいます。 

 次に、歳入でございますけれども前のページ、６ページでございます。１款ボートピア交付金、

１目環境整備協力費についてでありますが、売り上げが年々低下してきてございますので、20年

度は売上額を19年度見込みより１億1,400万の減を想定しまして、売上総額を11億6,000万円とし

まして、その0.5％、580万を見込んでございます。 

 ２款繰越金につきましては、科目確保のための1,000円計上でございます。 

 以上でございます。 

 

〇委員長（坂本正紀君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。工藤幸子君。 

 

○10番（工藤幸子君） ボートピアの交付金がだんだん減ってきている状況の中、貴重な財源と

言わざるをえないということも頭に置いてお話ししますが、この町道清掃作業に100万ということ

で、これはどこを清掃、100万をもってしなければならないのかわかりませんが、その前に環境整

備という項目があるわけで、そうすると清掃もそうですけども、むしろそれより先に南部中学校

周辺の防犯灯が非常になくて、子供たちの状況が不安だという父兄の言葉もあります。再度再度、

周辺の外灯整備、防犯灯整備ということもお願いしてあるわけですけども、夕方、夏はそうでも

ないですけども、冬になると非常に暗いところで遠方からの親の迎えをそこに立って待っている

という、非常に危険極まりないそういう状況でございますので、この使い道に関しては大前提と

して環境整備ということをうたっているわけですので、その辺からをして設定をしていただきた

いものだなあと思っている次第です。回答よろしくお願いします。 

 

〇委員長（坂本正紀君） 企画課長。 

 

〇企画課長（奥瀬敬君） この８報償費から16原材料費まででございますけれども、この町道清

掃作業ばかりではなくて、これは町内会等がみずから側溝からの泥上げ等々をする場合に建設課

でトラックの借り上げ等々の費用でございまして、これは19年度からこういうふうな使い道をし

ましたけれども、これは町長とも相談しまして住民みずからがやったものに対しては少しでも幾
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らでも協力していきましょうというのでやってございまして、防犯灯につきましては、また担当

課の方でそれは考えていってくれるものと思ってございます。 

 以上でございます。 

 

〇委員長（坂本正紀君） ほかに質疑ございませんか。工藤久夫君。 

 

○14番（工藤久夫君） 合併前からのボートピアの環境整備協力費ということで、当初はすごい

金額をいただいていて非常に役立たせてもらってきたと思うんですが、年々減っているというこ

とですが全国的にそういう傾向は否めないんでしょうけども、地域によってはうまく行政とタイ

アップしながら売り上げがふえて、こういう協力費がふえたという事例は今のところはないもん

なんですかね。どうせだったら誘致企業と同じで、もらえるものはいっぱいもらった方が助かる

わけですけども、行政としてうまくタイアップしてふやすというふうな可能性は、厳しいもんな

んですかね。その辺の見解を伺いたいと思いますけども。 

 

〇委員長（坂本正紀君） 企画課長。 

 

〇企画課長（奥瀬敬君） よそのボートピアですけども、二、三調べてみたことがございますけ

ども、大都市圏、人口が多いところにあるところは、うちとは違いましてふえてはいないんです

けれども横ばい状態というのがございます。 

 それで、町とタイアップということでございますけれども、ここにはボートピア運営協議会と

いう10万円の負担金がございますけども、ボートピアそれからボートピアを運営しているボート

ネットワークとかモーターボート競走会、それからうちの南部町、それからあそこの施設を管理

しているマリン開発、５つの団体で毎月１回協議会を開いていまして、どういうふうな売り上げ

向上対策をしたらいいのかとそれぞれ５団体で協議してございます。ボートピアの方では八戸市

民をターゲットにということで、八戸市内の飲食店に日程表のついたマッチを配ったり、19年度

にはラジオ、それからテレビにスポットコマーシャルを入れたりなんかして売り上げ向上に努め

てますけれども、お客様の減る率が年々大きくなっているというのが現状でございます。 

 

〇委員長（坂本正紀君） ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 
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〇委員長（坂本正紀君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇委員長（坂本正紀君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇委員長（坂本正紀君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇委員長（坂本正紀君） 議案第６号、平成20年度南部町国民健康保険特別会計予算を議題とい

たします。本案について説明を求めます。住民生活課長。 

 

〇住民生活課長（小野寺直和君） 議案第６号、平成20年度南部町国民健康保険特別会計予算に 

ついてご説明いたします。 

 第１条、歳入歳出予算の総額を28億3,853万2,000円と定めるものでございます。 

 歳出からご説明いたします。14ページからお願いいたします。１款総務費、１項１目の一般管

理費でございますが、２目連合会負担金309万6,000円でございます。 

 次に、２項でございますが、１目の賦課徴収費に717万1,000円、２目の納税奨励費に925万円、

滞納処分と合わせまして1,863万4,000円を計上するものでございます。 

 次の16ページをお願いいたします。２款保険給付費、１項療養諸費、１目の一般被保険者療養

給付費13億8,346万6,000円、２目の退職被保険者等療養給付費１億7,416万5,000円等々合わせま

して療養費15億7,818万7,000円とするものでございます。 

 次に、２項１目一般被保険者高額療養費でございますが１億1,920万7,000円、高額医療費でご

ざいます。２目退職被保険者等高額療養費1,352万3,000円、合わせまして１億3,273万円とする
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ものでございます。 

 次に、２款４項１目の出産育児一時金でございますが、1,400万円を計上してございます。 

 次に、18ページでございます。５項の葬祭諸費でございますが、1,000万円を計上してござい

ます。 

 次に、３款後期高齢者支援金、１項１目の後期高齢者支援金でございますが、３億2,277万

9,000円を支援金として計上してございます。 

 次のページでございますが、19ページ５款老人保健拠出金、１項１目の老人保健拠出金でござ

いますが、7,043万2,000円を計上してございます。 

 次に、６款介護納付金、１項１目の介護納付金でございますが、２億1,665万6,000円を計上し

てございます。 

 次のページ、20ページでございますが、７款共同事業拠出金、１項１目の高額療養共同拠出金

5,088万3,000円、２目の保険財政共同安定化事業拠出金でございますが、３億1,266万5,000円を

計上してございます。 

 次に、第８款保健事業費、１項１目の特定健康診査等事業費でございますが、2,005万2,000円

を予定してございます。 

 次に、同じく８款２項保健事業費の疾病予防費でございますが、818万円を予定してございま

す。 

 次に、23ページでございますが、11款諸支出金、２項他会計繰出金、１目の直診施設勘定繰出

金でございます。682万5,000円でございますが、国民健康保険名川病院に拠出するものでござい

ます。 

 次に、歳入を説明いたします。９ページでございます。１款国民健康保険税、１項１目の一般

被保険者国民健康保険税は１節の現年課税、２節後期高齢者支援金分、３節介護納付現年分と合

わせまして７億1,311万9,000円でございます。次に、２目の退職被保険者等国民健康保険税でご

ざいますが、同じく現年度分、それから後期高齢者支援金分、介護保険等合わせまして１億

3,767万3,000円、合わせまして８億5,079万2,000円とするものでございます。 

 次のページ、10ページをお願いいたします。３款国庫支出金、１項１目の療養給付費等負担金

でございますが、一般被保険者療養給付費、老人保健医療費拠出金等合わせまして７億7,156万

3,000円とするものでございます。 

 次の２項国庫補助金、１目の財政調整交付金でございますが、２億1,106万1,000円とするもの

でございます。 
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 次に、４款療養給付費交付金、１項１目の療養給付費交付金でございますが、１億1,897万

3,000円とするものでございます。 

 次のページ、11ページでございますが、５款前期高齢者交付金、１項１目の前期高齢者交付金

は、１億3,236万円とするものでございます。 

 次に、第６款県支出金、１項１目の高額医療費共同事業負担金1,272万円。２目の特定健康診

査等負担金は287万円、合わせまして1,559万円とするものでございます。２項の県補助金でござ

いますが、１目県財政調整交付金は１億5,885万1,000円でございます。 

 次に、７款共同事業交付金、１項１目の高額医療費共同事業交付金は2,544万3,000円。２目の

保険財政共同安定化事業交付金は３億337万9,000円、合わせまして３億2,882万2,000円とするも

のでございます。 

 次のページ、12ページをお願いいたします。９款繰入金、１項１目の財政調整基金繰入金でご

ざいますが、本年度は1,000円を見込んでおります。 

 次に、９款同じく繰入金、他会計繰入金でございますが、１目一般会計繰入金を２億3,068万

6,000円とするものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 

〇委員長（坂本正紀君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。松本君。 

 

○５番（松本陽一君） 歳出の方でちょっとお伺いしたいんですけども、21ページです。保険証

カードの作成業務を予算計上しておりますけども、これについては、今社会保険等に入っている

方々の保険証は、個人ごとに家族が５名いれば５枚ということで配付されておりますけども、非

常に今病院に保険証を提示しないと10割負担というふうなことで、１枚ですと旅行に出たりなん

かするときに病気になったりすると困るものですから、これがそういうふうな体制で発行になる

のかどうかちょっとお伺いしたいと思います。 

 

〇委員長（坂本正紀君） 住民生活課長。 

 

〇住民生活課長（小野寺直和君） 21ページの保健事業費の13節委託料保険証カード作成業務

387万5,000円でございますが、これは今年度に話し合いが決まりまして県内カード化しましょう
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ということで20年の10月から新しく保険証が発行されますけども、そのときにカード化されると。

そして、お一人１枚とする運びになっております。 

 以上でございます。 

 

〇委員長（坂本正紀君） ほかに質疑ございませんか。立花寛子君。 

 

○12番（立花寛子君） ページといたしましては、歳入の９ページ１款１項１目２目であります

が、１番から５番、一般被保険者国民健康保険税、２目退職被保険者等国民健康保険税の同じく

１番から５番のこの数字の内訳といいますか、どういうことから数字が出ているのかお伺いした

いわけでありますが、この国保を論ずる場合に課が住民生活課と税務課にわたって、２つの課が

関わっておりますので特に滞納などの数字をきちんとお尋ねしたいと思いますので、税務課の方

からここの数字をうめていただきたいと思いますがよろしくお願いいたします。 

 

〇委員長（坂本正紀君） 税務課長。 

 

○税務課長（坂本好孝君） それではお答えいたします。 

 まず、第１目の一般被保険者国民健康保険税でありますけども、従来国民健康保険税の課税に

ついては所得割それから資産割、それから均等割、平等割というこの４方式をもって課税をして

ございます。世帯主に課税をすることになってございます。 

 それで、20年度は一般被保険者国民健康保険税の対象でありますけども、対象世帯数を2,910世

帯と見込んでございます。均等割に関わる被保険者の対象者数7,212人を見込んで計算をして、

１目１節の医療給付費分現年課税分を４億8,520万8,000円と見込んでおります。 

 それから、２節の後期高齢者支援金分現年課税分ということで、４月から新たに後期高齢者医

療制度が創設されるということで、今度新たに後期高齢者支援金分というのも課税されるという

ことで、今年度新たに設けられた課税分ということで１億3,678万9,000円を見込んでございます。 

 それから、国保加入者で40歳から64歳までの方、いわゆる第２号被保険者といいますけども、

65歳以上の方は第１号被保険者ということで、年金から天引きされる人と普通徴収で町で発行す

る納付書で納めるという介護保険制度がありますけども、40歳から64歳までの方は加入している

保険でもって介護納付金を納めるということでございます。この賦課の方法も、先ほど言った所

得割、資産割、均等割、平等割という４方式でもって課税をしてございます。介護納付金につい
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ては、所得割が15％、資産割10％、それから均等割が12,000円、平等割が7,200円というふうな

国保税と同じ４方式の課税の仕方をしてございます。 

 それで、今年度が３節の介護納付金が6,955万2,000円。対象者が3,323名を見込んでおります。 

 それから、医療給付費滞納繰越金ということで、前年度からの繰越金ということで1,940万

2,000円を見込んでございます。 

 それから、同じく５節が介護納付金の滞納繰越金分ということで、216万8,000円を見込んでご

ざいます。 

 それから、退職者被保険者等国民健康保険税でございますが、第１節の医療費給付費現年課税

分ということで、今年度は１億103万8,000円を見込んでございます。対象世帯は671世帯、それ

から対象被保険者数が1,297人ということで、こういう数字を見込んでございます。 

 それから、先ほども言いました新たに後期高齢者支援金分が入るということで、20年度が

2,460万。 

 それから、介護納付金の課税については、1,090万2,000円を見込んでございます。対象者は495 

人、352世帯ということで計上してございます。 

 それから、滞納繰越分については、退職被保険者等国民健康保険税の繰越分については103万

1,000円、納付金繰越分については10万2,000円を計上してございます。 

 以上でございます。 

 

〇委員長（坂本正紀君） 立花寛子君。 

 

○12番（立花寛子君） 今お聞きしましたんですが、この中に国保加入者で滞納されている世帯

が幾らで、その国保加入者の方からの滞納は何件ぐらい解消されるのかということをお聞きした

かったのですが、改めてお聞きしたいと思いますが、国保加入者で短期保険証、資格証明書を発

行されている世帯は何世帯あるでしょうか。 

 そして、まずそれを前提に考えていただいて、その世帯の中に75歳以上の後期高齢者医療制度

に移行される方もおられるかと思いますが、その数ははっきり出ているのでしょうか。まず１点

お伺いしたいと思います。 

 

〇委員長（坂本正紀君） 税務課長。 
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○税務課長（坂本好孝君） それでは、国保税の滞納額からお答えいたします。 

 18年度末の収入未済額ということで、合計で２億840万7,000円ほどございます。件数にいたし

まして2,643件となってございます。ただ、この件数については延べ件数ということでお願いいた

します。同じ方が何年も滞納しているいうこともございますので、そういうことで2,643件という

ことでとらえていただきたいと思います。 

 それから、資格と短期保険証の数ということでしたけども、今年度の２月の時点ですけども資

格証明の方が126世帯ですね。それから、短期保険証が85世帯ということになってございます。 

 それから、75歳以上でこれからの後期高齢者に移行する数ということでありましたけど、その

数値につきましては今手元にございませんので、後で立花議員の方にお知らせをしたいというこ

とでご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

 

〇委員長（坂本正紀君） ほかに質疑ございませんか。立花寛子君。 

 

○12番（立花寛子君） 今この質問をしましたのは短期保険証、資格証明書をいただいている世

帯の75歳以上の方は老人保健の方で保険証を持たれているので、何かあれば病院に行くことがで

きると思いますが、75歳の方が自動的に後期高齢者医療の方に移行されますと、保険料を納め続

けなければ病院にもいけないというケースが多々出てくると思いますが、その時の対応はどのよ

うになさるのでしょうか。 

 

〇委員長（坂本正紀君） 住民生活課長。 

 

○住民生活課長（小野寺直和君） 後期高齢者医療制度が４月から始まります。国保とは切り離

した制度になりますので、今現在滞納されている資格、短期の証明書の方もいったんは保険証が

発行されます。一律に発行されますので、その後また滞納があったりすれば資格なり短期なりに

移行していくとそういうことになります。後期高齢者医療制度になったからそっちの保険証がい

ったからといって、前の国保の方の滞納が消えるわけではございません。 

 以上でございます。 

 

〇委員長（坂本正紀君） 立花寛子君。 
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○12番（立花寛子君） 国保滞納されている方には大変過酷な時代になってきていると思います

が、税務課の方から滞納整理のことで年３回ほど説明会を開いて、滞納整理の方でお仕事をされ

ているというお話を聞きましたが、それは家庭の方に訪問されているのか、それとも何か集会の

ようなことでたくさんお呼びになって説明なさっているのか。滞納されている方は家にこられる

だけでも隣近所の中で大変厳しい片身の狭い思いをなさっているんでしょうけれども、何かもう

少し親身になっての相談窓口とか、滞納整理だけではない総合的な相談窓口とかはないのかどう

か。その点は税務課とか住民生活課どちらかでも何か総合的な相談窓口というものが作られなけ

れば、これからますます厳しい時代、保険料の徴収だけでは立ち行かなくなるのではないかと思

いますが、その点の対応というのはいかがでしょうか。 

 

〇委員長（坂本正紀君） 税務課長。 

 

○税務課長（坂本好孝君） 町税、それから国民健康保険税の滞納額については、やはり徴収し

なければならないという認識を持って各自治体とも徴収に力を入れているところだと思うんです

けども、うちの方とすればそれぞれの短期保険証、資格になる方々のためにもある程度期間をい

ただいて弁明書なりを出していただくという制度をとってやっていますけれども。ただ、納税者

がそれに応じないで対応しきれないという状況もあることをわかっていただきたいと思います。

そういう手続きについては、やはりやっていただかないと私たちの方でもその対応の仕方ができ

なくなるということもありますので、そこも議員の方にわかっていただきたい。 

 それで、現在滞納整理については、課の職員が３班に分かれてそれぞれ滞納世帯を訪問してい

るという状況でございます。滞納者の方については、夜でないと会えないという方もありますの

で、その方については夜出向いて「これこれについて滞納されているので」ということで何回と

なく足を運んでいる。時間内に役場に来ていただくのもあれだということで、時間外で窓口を開

設して５時以降に来ていただくというやり方もしてございます。ただ、私たちとすればある事情

があって納められない状況下にありますので、ない方についてはなかなか徴収できないと認識は

していますけれども。ただ、それについては私ども何回か足を運んで自主的に納めていただくよ

うなことで進めていきたいなあと。分納ということで納税者の方から「私たちは月にこれくらい

の金額だと納められますよ」ということで、納税者の方を尊重いたしましてその納める額でもっ

て毎月納めていただくということでございます。 
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 いずれにしても、各自治体ともこの町税それから国民健康保険税の徴収については、各自治体

が悩んでいるということだと思います。それに、国からも町税、そういう国保税の収納対策とい

うことで力を入れるようにというような通達も来てございますので、今年度も頑張っていますけ

ども20年度もさらなる職員に頑張っていただいて、やはりお互い納める方々の不公平を生じない

ように頑張っていかなければならないなということで、今感じてございますのでよろしくお願い

いたします。 

 

〇委員長（坂本正紀君） 立花寛子君。 

 

○12番（立花寛子君） 今の丁寧な対応もお聞きしましたので、広報なんぶちょうなど広報紙に

国保の対応のことで親切に相談に応じるというような記事も載せられることは、一つの方策かと

思いますので考えていただきたいと思います。滞納者の皆さんも役場に来て気軽に相談していた

だければいいのですが、なかなかそのようになっていない現状もありますし、大変な世の中です

ので滞納されている方の状況を十分に把握し尊重していただきたいと思います。 

 次進みます、18ページです。３款１項１目、先ほどの課長の説明にありました国保会計から、

18ページ、３款１項１目後期高齢者医療特別会計の方にも支援するとの説明がありましたが、ど

うして国保会計から支援するのでしょうか。こういうことになりますと、さらなる国保税の引き

上げを招く結果になるのではないでしょうか。この点質問いたします。 

 

〇委員長（坂本正紀君） 住民生活課長。 

 

○住民生活課長（小野寺直和君） この３款後期高齢者支援金でございますが、今までは老人保 

健の方でございましたので、同じく老人保健の方への支援金といいますか負担金で出してござい

ましたものでございます。これを名前が変わって後期高齢者支援金という形になる。今のままで

すと立花委員がおっしゃられたようにまったく国保の方から支援しないとなりますと、高い医療

費の高齢者の方々がますます病院に行けなくなるような状態になると、そこをご理解願いたいと

そう思います。 

 

〇委員長（坂本正紀君） ほかに質疑ございませんか。工藤久夫君。 
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○14番（工藤久夫君） 歳出の14ページ、15ページの点でお伺いいたします。一般管理費が前年

比781万ふえている。それから、徴税費の納税奨励金というのが160万ぐらい減っているわけです

けども、この金額が変わった理由を説明願います。 

 

〇委員長（坂本正紀君） 税務課長。 

 

○税務課長（坂本好孝君） １款２項２目の納税奨励費でございますけども、先ほどもちょっと

お話ししましたけども、後期高齢者医療制度が４月から始まるということで国保の加入者の75歳

以上の方々がそちらの方へ移行しますので、国保税の金額が減るという形でそういう形で納税奨

励金も減るということになりました。 

 以上でございます。 

 

〇委員長（坂本正紀君） ほかに質疑ございませんか。工藤幸子君。 

 

○10番（工藤幸子君） 18ページです、２款葬祭費1,000万という数字が出ていますけども、これ

の内訳ですが、例えば埋葬費が一人３万円とかそういうふうなものなのか。それとも別な項目に

移って出しているのかその辺とか、この1,000万円の内訳をご説明いただきたいと思います。 

 

〇委員長（坂本正紀君） 住民生活課長。 

 

○住民生活課長（小野寺直和君） 南部町の場合は、国保の場合お一人５万円と決めてございま

す。違う町村もございますけども５万円ということで200人分の件数を予定してございます。 

 

〇委員長（坂本正紀君） 工藤幸子君。 

 

○10番（工藤幸子君） この件についてはわかりました。きっちりその数字だと思いますが、例

えば葬祭に関連したもので町長さんもしょっちゅうお葬式等々には顔を出されて、忙しい中一生

懸命その姿勢を示しているわけですけど、それらのものはどの部分からどういうふうにして････。

非常にこの辺が忙しいところ行っているもんですから、どういうふうな状況で町長さん、それ交

際費でなっているわけですか、それともこういうふうなものはあくまでも被保険者のみ中身です




